
旭川市合流式下水道緊急改善事業について 

 

１．合流式下水道について 

下水道の種類として、汚水と雨水を独立した別系統の管路で排除する「分流式下水道」と汚水

と雨水を同一の管路で排除する「合流式下水道」の二種類があります。 

 

早くから下水道の普及に取り組んできた都市では、合流式下水道を採用している都市が多い傾

向にあり、旭川市では市内で最も早く下水道の整備を行った地区の一つである、西地区及び亀吉、

曙地区の 121.4haが、合流式下水道の区域（合流区域）となっています。 

また、合流区域の東側にあたる 1,387.6ha は分流式下水道で整備を行っていますが、下流であ

る合流区域に接続し、旧亀吉下水終末処理場にて下水を処理している区域（分合流区域）となっ

ています。 
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合流式下水道は、分流式下水道に比べて施工が容易であり、経済的でもある一方、雨天時に処

理場の処理能力を超える流入水があった場合、雨水で希釈された下水が河川へ放流されるなど、

水質保全上の問題があります。 

 旭川市においても同様で、大雨の際には汚水と雨水が混ざったものが未処理のまま石狩川に放

流され、石狩川の水質汚濁や景観の悪化を引き起こす可能性がありました。 

このようなことが全国的な問題となっていたことから、国の施策として合流式下水道の改善が

進められ、旭川市においても平成 16年度に「旭川市合流式下水道改善計画」を策定して対策を行

ってきたところです。 

 

 

２．対策内容について 

 国が示した改善目標は、３つの視点から設定されています。 

【目標１】汚濁負荷量の削減 

合流区域から放流される水の汚れ（＝汚濁負荷量）を分流式下水道並み以下にする。 

【目標２】公衆衛生上の安全確保 

雨天時における未処理放流回数を半減する。 

【目標３】きょう雑物の削減 

合流式下水道区域の全ての吐き口にスクリーンを設置し、きょう雑物の流出を抑制する。 

 

 この３つの目標を達成するため、旭川市では以下の対策を講じました。 

【対策１】下水処理センターの水処理施設の 2系列増設 

【対策２】汚水管の整備（L=595ｍ） 

 

 これらの対策を行うことで、分合流区域からの汚水を下水処理センターで処理し、晴天日には

合流区域からの汚水も下水処理センターで処理することが可能となり、【目標１，２】に対応する

ことができました。 
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  【対策３】旧亀吉下水終末処理場に細目スクリーンを設置（平成 10年度に設置済み） 

       ※旧亀吉下水終末処理場は汚水処理を下水処理センターに切り替えたことにより、

現在は合流区域からの雨水を排除する亀吉雨水ポンプ場として運用しています。 

 

平成 10年建設当時           平成 26年時点 

スクリーンにきょう雑物が引っかかっており、きょう雑物の流出を抑制していることがわかり

ます。 

このことにより、【目標３】に対応することができました。 

 

 

３．改善効果について 

 ① 汚濁負荷量の削減 

 

 

対策前は、下水中の汚れ（汚濁負荷量）が年

間 300,304㎏放流されていましたが、対策後に

は年間 284,968kgとなり、目標値である分流式

下水道並みの汚濁負荷量 288,501kg を下回る

結果となりました。 

 

 

  

 ② 公衆衛生上の安全確保 

 

    

 対策後は分合流区域からの分流汚水が流入

しなくなることにより、未処理放流回数は半減

以下の「11回」となりました。 

 

 

 

③ きょう雑物の削減 

  平成 10 年に設置したスクリーンにより、きょう雑物が除去されていることを確認できまし

た。 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

対策前 対策後

河
川
へ
放
流
さ
れ
る
「
よ
ご
れ
」
Ｂ
Ｏ
Ｄ
（
kg
/年

）

高級処理（晴天時） 高級処理（雨天時）

簡易処理（雨天時） 未処理放流（雨天時）

分流式下水道並み

288,501kg/年

300,304kg/年 284,968kg/年



４．事業評価シート 

合流式下水道緊急改善事業 事業評価シート 

評価実施年月：平成 28年 1月 

１．対象事業 西部処理区 合流式下水道緊急改善事業 

２．実施主体名称 旭川市 

３．計画期間 平成 17年度～平成 25年度 

４．対象事業の進捗状況  

・スクリーンの設置（1箇所）         平成 10年度完了 

・下水処理センター水処理増設（8・9系列） 平成 25年度完了 

・分合流解消バイパス管（L=595ｍ）        平成 25年度完了 

５．目標の達成状況と達成の見通し  

【目標に対する達成状況】 

 

【目標達成の見通し】 

当面の目標（①～③）に関する全ての対策が完了している。 

６．対象事業の整備効果の発現状況等  

 

 
①汚濁負荷量の削減 

 緊急改善計画の事業を実施していることからシミュレーション実施時の効果を発現している。

また、雨天時放流水質のモニタリング結果より、雨天時放流水質は下水道法施行令の BOD40mg/L

を下回っている（平成 27年度実施） 

②公衆衛生上の安全確保 

 緊急改善計画の事業を実施していることからシミュレーション実施時の効果を発現している。 

③きょう雑物の削減 

 本市合流区域内の雨水吐き口は、亀吉雨水ポンプ場 1箇所のみであり、平成 10年度に細目スク

リーン（目幅 25mm）を設置し、目標を達成している。 

７．事業の効率化に関する取り組み状況  

・ 当初計画においては、雨水滞水池（4,500ｍ3）を設置し、緊急改善目標の達成を図る計画として

いたが、全体計画の処理方針及び旧亀吉下水終末処理場の老朽化等を考慮し、平成 19年度に下

水処理センターの水処理増設（処理場の統廃合）と分合流解消バイパス管の設置による緊急改

善目標の達成を図る計画に見直しを行った。 

・ 見直し計画により事業を実施した結果、事業費については改築更新費を含めれば約 68.7億円の

軽減が見込め、処理場が 1 箇所に集約されたことで維持管理上の効率化も図られた。 

８．今後の方針  

事業の完了により、改善目標は達成済み。今後は、適切な維持管理を行い、施設の延命化を図

るとともに継続的に合流式下水道からの放流水の状況をモニタリングし水質保全に努める。 

改善目標 評価指標 対策前 改善目標 事後評価
緊急改善事業 合流式下水道改善率 0% 100% 100%
①汚濁負荷量の削減 BOD放流負荷量 300,304kg/年 288,501kg/年 284,968kg/年
②公衆衛生上の安全確保年間越流回数 75回 37回 11回
③きょう雑物の削減 スクリーン設置箇所数 1箇所 1箇所 1箇所

16.8mg/L
(H16)

40mg/L
以下

15.6mg/L
(H27)

※平均水質

項目
現状

（Ｈ１５年度)
緊急の整備効果
（Ｈ２４年度）

当面の整備効果
（Ｈ２４年度）

放流負荷量

BOD放流負荷量
（Kg／年）

75,847 52,553 52,553

BOD放流負荷削減量
（Kg／年）

- 23,294 23,294

BOD放流負荷削減率
（％）

- 31 31

放流回数（回／年）
放流回数（回／年） 333 164 164
削減回数（回／年） - 169 169

削減率（％） - 51 51
全ての雨水吐１２
箇所にスクリーン
を設置し、きょう雑
物の流出を極力
防止。

雨水吐１２箇所の
うち残り７箇所に
ついて簡易スク
リーンを設置し、
全ての雨水吐の
スクリーンを設置
することで、きょう
雑物の流出を防
止。

①汚濁負荷量の
削減

②公衆衛生上の
安全確保

③きょう雑物の削
減


